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質問順 議員氏名 

９月３日 

（木） 

１ 有田 行彦 

２ 佐伯 勝宣 

３ 松本 世頭 

４ 本田  光 

５ 阿部  哲 

９月４日 

（金） 

６ 只松 秀喜 

７ 久芳 正司 

８ 清永 義弘 

 



令和２年第６回（９月）久山町議会定例会 一般質問通告書 
令和２年９月３日（木）９時３０分～ 

   質問順１番    有田 行彦 

1 

質問事項 質問の要旨 
質 問 の 

相  手 

１．防災対策について ① 平成 27年５月に水防法が改正され「想定最大規模降

雨」による洪水浸水想定区域に見直して公表するこ

とが定められたとあるが、想定最大規模降雨による

洪水浸水想定区域とは。 

 

② 浸水想定区域の指定の対象となる水位周知河川と

は。 

 

③ 多々良川水系久山町内の多々良川支流の洪水浸水想

定区域図はどうなっているか。 

町  長 

担当課長 

２．防犯対策・対応の取

り組みについて 

① 町の防犯対策・対応についての取り組みの現状は。 

 

② 公共施設に設置してある自動販売機の収益を活用し

た防犯カメラ設置の取り組みは。 

町  長 

担当課長 
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   質問順２番    佐伯 勝宣 
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質問事項 質問の要旨 
質 問 の 

相  手 

１．町の諸問題と役場機

構のあり方 

１ 

 

(１) 補助金目的外使用 

① 広報等への掲載 

平成 30年９月議会私の一般質問で町長は「この件

については（中略）広報等にもきちっとその経緯は

説明している」旨答弁。その説明しているという広

報等の時期と内容を示してもらいたい。 

 

② 地域住宅モデル普及推進事業と町の子育て支援策 

モデル住宅の建物を子育て支援センター、もしく

は子育て支援のための場として使うことを決めたの

はいつか。当時の町のひろば型の子育て施設の計画

も含め、改めて経緯を聞きたい。 

 

③ 補助金等適正化法と地方財政法 

いわゆる「補助金等適正化法」の第 17条に違反し、

同法第 18条に基づき国交省に 1984万円返還したと

いう認識でよいか。 

 

「目的外使用」は国交省にも損害を与えているの

では。久山の件で補助金返還に至った部分は、国交

省からみて地方財政法に抵触しているのではないか

（第 16条）。 

 

④ 説明責任 

事態は「町と会計検査院との見解の相違」ではな

いはず。議会にこの件を報告した担当課も実際と違

っている。町長は説明責任があるはずだが。 

 

(２) 不規則発言と答弁姿勢 

 平成 29年 12月議会、私の一般質問の際発せられ

た町長の私への不規則発言について、文書・口頭、

一般質問にて対応をずっと求め続けている。該当す

る会議録も町長に手渡している。いまだ適切な対応

がとられていないのはいかがなものか。 

 

(３) 今年 10月以降の町のかじ取りは 

 山の神の 5040㎡の町有地活用、上久原土地区画整

理事業の「未施工問題」等、まだまだ町長が指揮を

とらないと進まない案件が多いとみるが、引き続き

町長として町のかじ取り役を担う予定はないのか。 

 

町  長 

町  長 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

町  長 

副 町 長 

１ 

１ 

１ 

 

町  長 

副 町 長 

１ 

１ 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

町  長 

1 

1 

1 

 

町  長 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

町  長 
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   質問順３番    松本 世頭 
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質問事項 質問の要旨 
質 問 の 

相  手 

１．猪野土井線の歩道整

備について 

① 今、現在、猪野土井線歩道整備は順調に進んでいる

が、今日に至るまでの過程で、私の一般質問の答弁

で町長は県事業は自治体に１事業以上はいることは

ないと答弁されてきたが、先日県議会議員の土木事

業担当に尋ねたところ、そういった条例も規則もな

いとのこと。答弁と矛盾するが見解を問う。 

 

② そのことが事実とするならば、長い間町民に迷惑、

不便を与えたことにどう思われるか問う。 

 

③ 私は、町長としてのトップセールスがこの時点で欠

けていたと思う。町長の見解を伺いたい。 

 

町  長 
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   質問順４番    本田  光 
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質問事項 質問の要旨 
質 問 の 

相  手 

１．新型コロナウイルス

感染症防止対策につ

いて 

 新型コロナウイルス感染拡大は、きわめて憂慮すべき

事態となっており、ワクチンの開発使用も来春とも言わ

れている。 

 現在の感染拡大を抑止するには、ＰＣＲ等検査を大規

模に実施し、陽性者を隔離・保護する取り組みを行うこ

とが必要ではないかと考える。 

 この立場から、議員有志４名で８月 17 日町長宛に新

型コロナウイルス感染症防止対策の緊急申し入れを行っ

た。申し入れている内容５項目についてどのように対応

されているのか。 

 

町  長 

 

２．久山町上久原土地区

画整理事業について 

① 久山町上久原土地区画整理事業期間は、2021 年（令

和３年）３月 31日までとなっている。 

 久山町上久原土地区画整理組合より、福岡県に対し

ては 2018 年（平成 30 年４月６日付）での「換地処

分・登記済み」の届け出があっている。 

 組合施行土地区画整理事業の流れからすると①準

備期（準備組織づくり、調査、事業計画、認可含む申

請手続き）②初期（換地設計）③中期（工事実施）④

既成期（換地処分、清算）⑤完了（組合の解散）とな

るが、事業期間は７カ月を切っており、町長の認識を

尋ねたい。 

 

② これまで未施工箇所が数十カ所あることが判明。これ

まで町長の議会答弁は、この事業は組合事業であり、

委託を受けたコンサルタント会社が責任を持ってい

る。事業内容は組合がしっかり精査し、結論を出して、

コンサルタント会社にその主張を言うべきで、そこを

しないで町に何とかしてくれと言われても町が入る

問題ではない。役員さんにその作業をしてくださいと

主張していると答弁。改めて尋ねたい。 

 

③ 久山町上久原土地区画整理事業の前身は、上久原地区

計画（久山都市計画区域）「集落地域整備法」久山町

基本構想（健康田園都市構想）において位置づけられ

た計画であった。平成元年１月 30日付で当時の町長

名で福岡県知事宛に市街化調整区域内における土地

区画整理事業の開発審査会の承認について（副申）が

提出。一方、上久原土地区画整理事業の実施に関する

協定書が当時の町長と同組合理事長で取り交わされ

ているが、町には一切の責任はないのか。町長に尋ね

たい。 

町  長 

１１ 

１ 

１１ 

１１ 

１１ 

 

１ 

１ 

１１１ 

１１ 

１ 

町  長 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

町  長 
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質問事項 質問の要旨 
質 問 の 

相  手 

３．約 11 億円・町総合

運動公園スポーツゾ

ーン（サッカー場・野

球場等々）整備事業は

終焉
しゅうえん

を 

 改めて問う。 

 この事業の認可期限を 2019 年度までとしていたが町

長は、期間を 2022年度まで延長とされた。 

 ６月議会質問に対して町長は、延長の中にはサッカー

場・野球場は含めていない。終焉
しゅうえん

じゃなくて時期を見る

べきではないかと思うと答弁。 

 しかし、民間の企業であれば、採算性（収益性）、ラン

ニングコスト等々を検証、その結果事業化（投資決定）

の中止、清算を決断したりする。 

 一方、久山町令和２年度一般会計当初予算等にあたっ

ても、消費税増税は織り込んでいたが、新型コロナ影響

予算は織り込んでいなかった。 

 いま、地球温暖化が急激な「気候変動」を引き起こし、

同時に新型コロナ問題は長期戦が予想される。いずれに

しても、先行き不透明な大型開発事業の推進は莫大な税

金投入になりかねないし、他の事業に支障をきたすこと

は明らかである。 

 従って、サッカー場・野球場等推進事業は、次のリー

ダーに任せるのではなく、今議会において町長の言葉で

終焉
しゅうえん

の表明を。 

町  長 
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   質問順５番    阿部  哲 
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質問事項 質問の要旨 
質 問 の 

相  手 

１．新型コロナウイルス

感染症のまん延状況

における教育活動の

現状について 

① 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するた

めの長期休業が明けた学校現場での、学習の遅れを

取り戻す対策・工夫、そして感染予防対策等、本町

の教育活動の現状と先生方の状況はどうか。 

 

② 報道によれば、学校においてはあまり過度な消毒は

必要ないと文部科学省の見解が出されたようだが、

本町はどう考えるか。 

 

③ 新型コロナウイルス感染は終息するどころか、感染

者が増え続けているが、教育委員会として今後どの

ような対策を考えているか。 

教 育 長 

２．今年度中に小・中学

校、１人１台のノート

型パソコンが整備さ

れるが学校の体制に

ついて 

① ノート型パソコンを授業の中で急に使えと言って

も、先生方はすぐ対応ができないのではないか。効

果的に活用するため指導等職員研修の計画、またそ

の予算確保が必要では。 

 

② 多機能のコンピューターであるので使用法を教える

教師も教わる子供も負担が大きいのではないかと思

うが、特に小学生はどのようにして使い方を学習す

るのか。 

教 育 長 

３．県道猪野土井線道路

整備工事の進捗状況

について 

 平成 28 年度から工事が進められた、狭小で非常に危

険な道路の待望の歩道工事が完成に近づきつつあるが、

福岡市側が全然進んでない。協議状況また完成年度は。 

町  長 

４．原山石切地区地域活

性化ゾーン開発のＳ

ＤＧｓ型健康産業モ

デル団地計画につい

て 

 久山町におけるこれまでのまちづくりは、国連の掲げ

るＳＤＧｓに合致するとして、原山石切地区 60ｈａをＳ

ＤＧｓ型健康産業モデル団地構想にする計画の説明をさ

れたが、内閣府のＳＤＧｓ未来都市は、特に経済・社会・

環境の面で新しい価値創造に取り組む都市を選定してい

る。県内で北九州市・大牟田市・宗像市・福津市が選ば

れているが、本町の協議状況は、また今後の進め方は。 

町  長 
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   質問順６番    只松 秀喜 
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質問事項 質問の要旨 
質 問 の 

相  手 

１．コロナ禍の中、久山

町の経済を活性化さ

せる対策と、コロナと

共存していくための

政策は 

 日本では、４月７日、新型コロナウイルス感染防止の

ため緊急事態宣言が発令され、自粛ムードの中３、４、

５月と事業主さんは非常にご苦労されたと思う。 

 今後、久山町の経済を守っていくため、町からの援護

射撃はどのように考えてあるか。 

 また、今後コロナウイルスとの共存が考えられるが、

そのための政策は。 

 

町  長 

２．税収の減少が予測さ

れるが、事業の見直し

は考えてあるか 

 この不況下、町の税収も減少してくると思われるが事

業の見直しはあるか。また、収入も考えて使用されてい

ない土地の早期の売却も考えていかなければいけないの

では。 

町  長 

３．ＩＴ推進課の設置を

考える時期では 

 今回のコロナ騒動で３密を避ける行動が徹底され、テ

レワークの活用やビデオ会議などが推奨されたが、今後、

町の情報もＩＴやＩＣＴを活用した伝達手段になってく

るのではないか。 

 また、小・中学校ではＧＩＧＡスクール構想としてノ

ート型パソコンが１人１台ずつ配布されインターネット

を活用した授業が始まる。 

 ネット社会に乗り遅れないためにも、ＩＴ推進の専門

部署を作る必要があるのでは。 

町  長 
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   質問順７番    久芳 正司 
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質問事項 質問の要旨 
質 問 の 

相  手 

１．がんの早期発見につ

いて  

 尿によるリスク調べや唾液によるリスク調べについ

て、３月議会一般質問の答弁で今のところ導入は考えて

いないとのことだったが、その考えに変わりはないか。 

町  長 

健康課長 

２．久原本家への売却地

は契約内容を明文化

するべきではないか 

 ６月定例会以後の経過はどのようになっているか。 町  長 
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質問事項 質問の要旨 
質 問 の 

相  手 

１．今後の台風時期等の

水害対策について 

 現在、草場区において住宅開発が実施されているが、

その近隣には老朽化した農業用ため池や水路があり台風

や梅雨時期の大雨によって倒壊の恐れがあると思われ

る。（現に一度氾濫した経緯がある。）せっかく住宅開発

が実施されているが水の泡となる可能性があると思われ

る。補修工事を早急にすべきと考えるが、担当部署およ

び町長に確認したい。 

町  長 

財政課長 

産業振興 

課  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


